
〇柳井地域広域水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例 

  令和５年３月１日 

条例第１号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第

３０条第１項又は第３１条第１項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適

用される場合を含む。以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において「柳井地域広域水道企業団（以下「企業団」という。）の機関」と

は、企業長及び監査委員をいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する

法律施行令（平成１５年政令第５０７号。第６条第２項において「令」という。）で使用す

る用語の例による。 

（個人情報取扱事務登録簿） 

第３条 企業団の機関は、個人情報取扱事務（継続的に又は反復して個人情報を取り扱う事務

であって、個人情報ファイルその他保有個人情報を含む情報の集合物を利用し又はこれを作

成することとなるものをいう。以下この条において同じ。）について、次に掲げる事項を記

載した帳簿（以下「個人情報取扱事務登録簿」という。）を備え付けなければならない。 

（１）個人情報取扱事務の名称 

（２）個人情報取扱事務をつかさどる組織の名称 

（３）個人情報取扱事務の目的又は概要 

（４）取り扱う個人情報の対象者の範囲及び人数 

（５）取り扱う個人情報の項目 

（６）取り扱う個人情報の取得先 

（７）取り扱う個人情報の利用目的以外の目的のための自らの利用又は提供の有無 

（８）取り扱う個人情報の保存の形態及び処理の委託の有無 

（９）個人情報取扱事務で用いる個人情報ファイルの名称及び地方公共団体等行政文書の名称 

（10）前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

２ 企業団の機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情

報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変

更しようとするときも、同様とする。 

３ 企業団の機関は、個人情報取扱事務登録簿に登録されている個人情報取扱事務を廃止した

ときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務を個人情報取扱事務登録簿から抹消しなければな



らない。 

４ 企業団の機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 

（開示請求の手続） 

第４条 開示請求書には、法第７７条第１項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記

載するものとする。 

（開示決定等の期限に関する特例） 

第５条 企業団の機関が開示決定等をする場合における法第８３条第１項及び第８４条の規定

の適用については、同項中「３０日以内」とあるのは「１４日以内」とし、同条中「６０日

以内」とあるのは「４４日以内」と、「同条第１項」とあるのは「柳井地域広域水道企業団

個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年柳井地域広域水道企業団条例第１号）第５

条の規定により読み替えて適用される前条第１項」とする。 

（開示請求に係る手数料等） 

第６条 法第８９条第２項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。 

２ 法第８７条第１項の規定による写しの交付（開示される保有個人情報が電磁的記録に記録

されている場合において企業団の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出

力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下こ

の項において同じ。）により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費

用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第２８条第４項の規定により送付により

受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。 

（訂正請求の手続） 

第７条 訂正請求書には、法第９１条第１項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記

載するものとする。 

（利用停止請求の手続） 

第８条 利用停止請求書には、法第９９条第１項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項

を記載するものとする。 

（柳井地域広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会への諮問） 

第９条 企業団の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、柳井地域広域水道企

業団情報公開・個人情報保護審査会条例（令和５年柳井地域広域水道企業団条例第２号）第

２条に規定する柳井地域広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会に諮問することがで

きる。 

（１）この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、又は

廃止しようとする場合 

（２）法第６６条第１項又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律第１２条の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合 



（３）企業団の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合 

（４）その他法第３章第３節の施策を講ずる場合であって、個人情報の適正な取扱いを確保す

るため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （柳井地域広域水道企業団個人情報保護条例の廃止） 

第２条 柳井地域広域水道企業団個人情報保護条例（令和２年柳井地域広域水道企業団条例第

４号）は、廃止する。 

（柳井地域広域水道企業団個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置） 

第３条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の柳井地域広域水道企業団個人情報

保護条例（以下「旧条例」という。）第２条第３号に規定する実施機関（以下「旧実施機

関」という。）の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

に係る旧条例第３条第２項の規定による職務上知り得た旧条例第２条第１号に規定する個人

情報（以下「旧個人情報」という。）の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使

用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。 

２ この条例の施行の際現に旧実施機関から処理の委託を受けた旧個人情報の取扱いを伴う事

務に従事している者又はこの条例の施行前において当該事務に従事していた者に係る旧条例

第１２条第３項の規定による当該処理に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、

又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例

による。 

３ この条例の施行の日前に旧条例第１３条又は第２１条の規定による請求がされた場合にお

ける開示（これに係る旧条例第２０条に規定する費用負担を含む。）、訂正等については、

なお従前の例による。 

４ 第１項及び第２項に規定する者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧

実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第２条第５号に規定す

る公文書（以下「旧公文書」という。）であって、一定の事務の目的を達成するために特定

の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの（そ

の全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）をこの条例の施行後に提供したとき

は、２年以下の拘禁刑又は１００万円以下の罰金に処する。 

５ 前項に規定する者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が

保有していた旧個人情報であって、旧公文書に記録されたものをこの条例の施行後に自己若

しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の拘禁刑又

は５０万円以下の罰金に処する。 



６ 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお

従前の例による。 

（水道事業等の統合に伴う経過措置） 

第４条 この条例の施行の日の前日までに、柳井市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を

行う市長が保有する個人情報に係る個人情報の保護に関する法律等施行規程（令和５年柳井

市上下水道事業管理規程第１号）（水道事業に関する部分に限る。）、周防大島町個人情報

の保護に関する法律施行条例（令和４年周防大島町条例第１２号）（水道事業に関する部分

に限る。）、上関町個人情報保護法施行条例（令和４年上関町条例第９号）（簡易水道事業

に関する部分に限る。）又は田布施・平生水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例

（令和５年田布施・平生水道企業団条例第１号）の規定によりなされた処分、手続その他の

行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

 （柳井地域広域水道企業団情報公開条例の一部改正） 

第５条 柳井地域広域水道企業団情報公開条例（令和２年柳井地域広域水道企業団条例第３

号）の一部を次のように改正する。 

    ［次のよう］略 

附 則（令和６年１２月２７日条例第６号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和６年１２月２７日条例第１８号） 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 附 則（令和７年２月１８日条例第２号） 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

（罰則の適用等に関する経過措置） 

第２条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

２ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることと

され、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によること

とされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律

（令和４年法律第６７号。以下「刑法等一部改正法」という。）第２条の規定による改正前

の刑法（明治４０年法律第４５号。以下この項において「旧刑法」という。）第１２条に規

定する懲役（以下「懲役」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）、

旧刑法第１３条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）（有期のものに限る。以下この項

において同じ。）又は旧刑法第１６条に規定する拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれ

るときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘

禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。 



（人の資格に関する経過措置） 

第３条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によ

ることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定め

の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せ

られた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期

禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみ

なす。 

 

 


